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検討会の設置について 

 
 
１ 検討会設置の趣旨 
福岡空港については、昨年１２月、国土交通省交通政策審議会航空分科会

の答申において、「既存ストックの有効活用方策」、「近隣空港との連携方策」、

「中長期的な観点からの新空港、滑走路増設等を含めた抜本的な空港能力向

上方策」等について、幅広い合意形成を図りつつ、国と地域が連携し、総合

的な調査を進める必要があると位置づけられたところである。 
また、国土交通省においては、構想段階を対象に「国土交通省所管の公共

事業の構想段階における住民参加手続きガイドライン」が公表され、航空局

においても、構想、計画段階を対象に、一般空港の整備計画に関するパブリ

ック・インボルブメントガイドライン案が策定され、試行されているところ

である。 
このようななか、福岡空港に係る総合的調査を進めるにあたっては、福岡

空港の重要性、地域の将来との関わりの深さ、影響範囲の大きさ、多面性等

から、市民、利用者等関係者の理解を得ながら進めていくことが、不可欠で

あり、構想段階以前の調査段階ではあるものの、航空局のパブリックインボ

ルブメントガイドライン案の主旨、考え方を先取りした調査検討を進めてい

くことが必要である。 
そのため、「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり

方検討会」を設置し、有識者からの意見をいただき、福岡空港の検討を進め

るにあたっての情報提供及び意見収集のあり方についてとりまとめるもの

である。 
 
 
２ 検討会の名称 
福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方検討会 

 
３ 検討会の役割 
・ 福岡空港の総合的調査について、公正性・中立性・透明性を確保し、また、

民意を反映した調査検討の進め方について検討する。 
・ 本検討会は「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり

方」の原案を取りまとめる。当該原案は、福岡空港調査連絡調整会議で報

告・協議された上で、民意反映手続きを経て福岡空港調査連絡調整会議の

方針として位置付けられるものである。 

資料１ 
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４ 委員名簿 
   本検討会は、以下のメンバーで構成する。 
 

５０音順、敬称略 

氏  名 所  属 

石田 東生 筑波大学 社会工学系 教授 

上山 信一 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授 

城山 英明 東京大学法学部・大学院法学政治学研究科 助教授 

屋井 鉄雄 
東京工業大学 大学院総合理工学研究科 人間環境システム専攻 

教授 

山本 智子 弁護士 

 
 

以上 



検討スケジュール 

 

資料２ 

H15年 1１月 

H15年 12月 

H16年 1月 

H16年 3月 

第 1回 検討会 

第２回 福岡空港調査連絡調整会議

第２回 検討会 

第３回 検討会 

第４回 検討会 

第３回 福岡空港調査連絡調整会議

意見募集 

中間報告 

パブリックコメント等 

最終とりまとめ（案） 

「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方」策定 



「福岡空港の総合的調査に係る情報提供及び意見収集のあり方」 

最終とりまとめ（項目案） 

 
 
はじめに 

序．位置づけ及び対象範囲 

１．基本方針 

２．検討プロセス 

（１）検討プロセスの考え方 
（２）検討プロセス(案) 
（３）概ねのスケジュール 

３．ＰＩプロセス 

（１）ＰＩプロセスの考え方 
（２）ＰＩプロセス（案） 

４．ＰＩの実施体制 

（１）実施体制の考え方 
（２）必要な機能と役割 
（３）体制構築のあり方 

５．調査等情報提供のあり方 

参考資料 

（１）パブリック･コメントに寄せられた意見と対応 
（２）委員会の開催経過 
（３）用語の定義 

資料３－１ 



  

 

 

 

 

「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集 

のあり方」の検討にあたっての基本的な考え方（案） 
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１ 検討の主旨 

 

○ 福岡空港については、昨年１２月に、国土交通省交通政策審議会

航空分科会の答申において、「既存ストックの有効活用方策」、「近

隣空港との連携方策」、「中長期的な観点からの新空港、滑走路増設

等を含めた抜本的な空港能力向上方策」等について、幅広い合意形

成を図りつつ、国と地域が連携し、総合的な調査を進める必要があ

ると位置づけられたところである。 

 

○ 今後、総合的な調査を実施し、検討を進めていくにあたっては、

福岡空港の国、地域及び市民生活に果たす役割の大きさにかんが

み、市民等（空港利用者、一般市民等）に対し積極的に情報を提

供するとともに、幅広い意見を収集・反映していくなど、透明性

を確保し、共通の認識のもと、進めていくことが極めて重要であ

る。 

 

○ このため、当検討会では、今年度において、以下に示すような

基本的な考え方に基づき「福岡空港の総合的な調査に係る情報提

供及び意見収集のあり方」の検討を行うものである。なお、併せ

て、今年度実施される調査に係る情報提供等について基本的な考

え方を示すこととする。 
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２ 検討にあたっての問題認識 

 

○ 福岡空港は、年間約二千万人が利用するなど、国内外との交

流拠点として重要な役割を果たしている。また、地域の社会、

経済、学術、文化等多方面にわたり大きく貢献している。この

ような福岡空港の社会、経済的役割の重要性、地域の将来との

関わりの深さ、影響範囲の大きさ・多面性などにかんがみ、総

合的な調査を実施するにあたっては、市民等と認識を共有しつ

つ進めていくことが必要である。 

 

○ 福岡空港の課題への対応策については、これまで地域におい

ても調査検討が行われてきた。その過程を現時点で振り返って

みると、上に述べたような市民等との認識の共有が十分になさ

れてきたかどうかについては、議論の余地のあるところである。 

 

○ 最近、公共事業全般に透明性の確保、説明責任の遂行が求め

られるようになってきており、国土交通省においては、住民参

加に関して、構想段階を対象に「国土交通省所管の公共事業の

構想段階における住民参加手続きガイドライン」が公表されて

いる。また、同省航空局においても、「一般空港における新たな

空港整備プロセスのあり方（案）」の中で、構想・計画段階を対

象に、パブリック・インボルブメント・ガイドライン案が策定

され、試行されているところである。（９ページ参考資料参照） 

 

○ このような問題認識のもとに、福岡空港については、構想段

階以前の「調査段階」であるものの、航空局のガイドラインの

主旨、考え方を先取りし、調査の早い段階からパブリック・イ

ンボルブメント（ＰＩ）の手法を取り入れながら、情報提供及

び意見収集を実施していくことが必要である。 
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３． 検討の対象範囲 

 

 ここでの検討対象は、「一般空港における新たな空港整備プロ

セスのあり方（案）」の中で定義された調査段階における情報提

供及び意見収集のあり方である。 

福岡空港における調査段階とは、福岡空港の抱える課題につ

いて幅広い視点から検討し、「滑走路を増設しない場合の現空港

の有効活用方策」、「近隣空港との連携方策」、「滑走路増設によ

る抜本的な空港能力向上方策」、「新空港による抜本的空港能力

向上策」などの調査を通じて、考えられる様々な対応方策の中

から今後講ずべき施策の組合せ等の選択肢を示し、市民等の意

見を収集、反映しながら、方向性（案）を作成していく段階で

ある。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



4 

４． 検討の基本方針 

今年度から開始される福岡空港に係る総合的な調査は、福岡空

港が抱える課題の解決に向けた出発点となるものである。 

したがって、調査によって、国にとっても、地域にとっても

最善の方策を得るためには、一連の調査の当初から、透明で公

正なプロセスにより情報提供及び意見収集を行い、市民等との

信頼関係を築きながら、進めていくことが必要である。 

このため、以下の３点を基本方針とする。 

 

 

○ 情報公開にとどまらない積極的な情報提供の実施。 

 

○ 市民等のニーズ、意見を収集し、適切に反映できる手法の導

入。 

 

○ 市民等との多重多層のコミュニケーションに基づき、市民等

に開かれた進め方での調査検討の実施。 

 

 

 

 

５．今後検討を深めるべき課題 

 

前述の基本方針に基づき検討を深めていく際には、以下の３点

が重要な検討課題となるものと考えられる。 

 

○ 検討の進め方の明確化とＰＩプロセスの共有等 

○ ＰＩに係る実施体制と役割の明確化 

○ 適切な市民等参加手法（ＰＩ手法）の実施 

 
※ なお、情報提供のあり方についても今後検討を深めていく
こととするが、平成１５年度調査に係るあり方については、
この基本的な考え方の中で示す（後述８ページ）こととする。 
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（１）検討の進め方の明確化とＰＩプロセスの共有等 

 

● 調査段階全体の進め方の枠組み（全体プロセス）を明確に

すべきではないか。 

● その中で今回検討するＰＩプロセス自体について、市民等

からの意見を反映させながら決定することが必要ではない

か。 

● 決定したＰＩプロセスは、広く市民等に公表し、理解を得、

認識を共有することが必要ではないか。 

● ＰＩの実施にあたっては、現状認識など基本的なところか

ら、情報提供及び意見収集を実施し、認識を共有しながら、

段階的に進めていくことが必要ではないか。 

● ＰＩプロセスにおける情報提供、意見収集の方法等につい

ては、状況に応じて見直すなど、柔軟に対応することが必要

ではないか。 

 

発議 
調査検討 

 
 

・ 滑走路を増設しない
場合の現空港の能力
の見極め。 
・ 将来需要への対応方
策の検討 

 

 

調
査
段
階 

方向性の絞り込み 方向性の（案）の作成 ＰＩプロセス 

全体のプロセス 

情報提供・ 
意見収集 

情報提供・ 
意見収集 

 
情報提供・ 
意見収集 

方向性の絞り込み 

所定の手続きによる方

向性の決定 「福岡空港の総合的な調査」 

図 調査段階における全体プロセスの概念（例） 
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（２）ＰＩに係る実施体制と役割の明確化 
 

 

ＰＩプロセスを進めるにあたって、だれがどのような役割と

責任を担うのか市民等から見て解りやすく明確化することが必

要ではないか。 

 

 

 

体制イメージ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＰＩプロセスの監視等の例） 

有識者等による第三者機関（有識者委員会、アドバイザリーチーム等） 

  …ＰＩプロセスが適正に行われているか、意見集約が適切に行われているか

等について監視し、実施主体に必要な助言を行う機関 

情報提供 

監視・助言 

有識者等による第三者機関 

意見収集 

 

PI実施主体 

市

民

等 市
民
等
の
意

見 

方向性の

（案） 

の作成 
調査Ａ 

調査Ｂ 

調査Ｃ 

方向性の絞り込み 

（関係行政主体） 

方向性(案) 
の送付 
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（３）適切な市民等参加手法（ＰＩ手法）の実施 
 

● 空港利用者や一般市民など幅広い主体について、それぞれの特性

を考慮した適切な参加手法を検討することが必要ではないか。 

● 多様な手法を組合せ、効果的なＰＩ活動を実施し、幅広い意見

の収集に努めることが必要ではないか。 

 

○ 市民等参加の主な手法例 

●パブリックコメント 

行政機関が政策の立案等を行う際に、その案を公表し、案に対して広く市民等・

事業者等から意見や情報を提出してもらう機会を設け、行政機関は、提出され

た意見等を考慮、反映して案を策定したり、意思決定を行なうもの。 

●協議会（市民参加型） 

行政機関が政策の立案等を行う際に、案に対して広く意見や情報を提出しても

らうために設置する、市民や専門家、事業者等から構成される会議。 

● オープンハウス 

事業等に関する検討の内容や今後の進め方等の情報を、駅のコンコースや公共

施設のロビーなど市民が気軽に訪れることができる場所で、一定期間パネル等

を用いて提供し、意見収集や意見交換を行う場。 

● ワークショップ 

計画等の内容に対して、行政機関と市民等が、現地調査や見学、作画・工作な

ども交えながら、協働で提案や計画をつくりあげるための場。 

●説明会 

計画等の進め方や目的などを、実施主体の関係者から、集まった市民等を対象

として説明を行う場。 

●シンポジウム 

計画等の進め方や目的などについて、関連の基調講演や数名のパネリストとの

対話を通じて市民等の理解を深めてもらう場。 

●意見受付窓口 

市民等からの意見を、市民等が利用しやすい形態（例えばメール、ＦＡＸ、電

話、等）で常時受け付けるための窓口。 

●アンケート 

市民等が日常生活で抱いている印象や考え方等について統計的手法を用いて調

査する手法。 
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６．平成１５年度調査における情報提供等のあり方 

 

福岡空港に係る総合的な調査については、平成１５年度から実施さ

れることから、その情報提供、意見収集のあり方について、基本的

な考え方を示すこととする。 

    

 

 

○ 対象  ： 国、地域が実施する調査等 

 

○ 情報提供、意見収集の方法 

 

 

● 調査の開始にあたり、その調査の内容等について公表することが必要で

ある。 

 

● １５年度調査終了時における成果については、中間的な成果であること

を明確にした上で、情報提供、意見収集を行うことが必要である。 

 希望する人が情報を容易に入手することができるような措置
の検討。 

 ホームページ等を活用した市民等意見の常時受付などの検討。 
 

● 調査のために開催される委員会等については、原則として報道機関に公

開し、資料、議事録についてもできる限り情報提供することが必要であ

る。 

 

 ※ 平成１６年度以降に実施する情報提供及び意見収集のあり方については、

当検討会での議論、市民等からの意見などを踏まえて、改めて最終報告で

とりまとめる。 
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図 新たな空港整備プロセス

空港整備計画
一般空港の整備計画に関する
パブリックインボルブメント等

施設計画段階

構想段階
　

滑走路新設のみ
※3

一般空港の整備指針（案）※１ (事業採択に係る整備の必要性、計画の妥当性、事業の実現性等に関する基準）

需要予測手法

費用対効果分析マニュアル

計画資料・設計基準等

　
地域要望等の社会的ニーズへの対
応策に関する幅広い調査検討段階

新規事業
採択時評価

供用開始設計新規事業
採択

環境影響評価法
航空法等の
法手続

エコエアポートガイドライン

ＰＩガイドライン（案）※2　（構想・施設計画段階における住民参加のための手続き等）

*国土交通省事業
  評価制度による 中止 事業評価監視

委員会

工事 再評価
*

見直し
*
国土交通省
事業評価制
度による

事後評価
*

※1　一般空港の滑走路新設または延長事業に係る整備指針（案）
※2　一般空港の整備計画に関するパブリック・インボルブメント・ガイドライン（案）
※3　滑走路新設とは、空港の新設､空港の移転､既存空港の滑走路増設または移設の何れかを指す

凡例 塗りつぶし 新たなプロセス･指針等

枠のみ 既存のプロセス・基準等

内容を反映するもの

内容が配慮されるべきもの

調査段階

 

    出典：：「一般空港における新たな空港整備プロセスのあり方（案）」（平成15年4月／国土交通省航空局）より 
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